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新監査公表第１０号 

 

 令和元年度包括外部監査の結果に基づく措置について、新潟市長から通知がありましたので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により以下のとおり公表します。 

 

令和４年１２月２７日 

 

新潟市監査委員  古 俣 誉 浩 

   同     伊 藤 秀 夫 

  同     五十嵐 完 二 

 同     串 田 修 平 

 

令和元年度包括外部監査テーマ 

「子ども・子育て支援事業に関する財務事務の執行及び管理の状況」 

 

新潟市長が講じた措置 

監査結果
報告書
の 頁 

担当部署 指摘事項等 
措置内容等 

第１回 第２回 第３回 

 
57 

 
こども 
政策課 

指摘2 
5.児童館・児童セン
ター 
備品管理について 
 
実地調査した児童

館（市直営）におい
て、備品番号票が貼
付されていない備品
があり、備品台帳と
現物の照合が困難な
状態にあった。定期
的に実施されている
現物確認の際に備品
番号票の貼付も確認
すべきである。 
 

 
 
 
 
 
令和2年度中に児童館

（市直営）に対して、現
物確認の際に備品番号票
の貼付も確認するよう通
知し、適切に備品管理が
行われる仕組みを構築い
たします。 
 

【検討中】 

 
 
 
 
 
 令和2年度中は、
児童館・児童センタ
ーの臨時休館等、新
型コロナウイルス感
染症への対応に追わ
れたため、具体的な
取組みに着手するこ
とができませんでし
た。令和3年度中に
は、市直営の児童
館・児童センターに
対して、現物確認の
際に備品番号票の貼
付も確認するよう通
知し、適切に備品管
理が行われる仕組み
を構築します。 
 

【検討中】 
 

 
 
 
 
 
 令和4年1月末に、
各区健康福祉課を経
由し区内児童館・児
童センターに対し備
品の適正管理に関す
る通知を発出しまし
た。 
その後、各施設に

おいて、同年1月か
ら3月にかけて、備
品及び備品台帳の確
認と必要に応じて修
正を行い、適正に備
品が管理される体制
を整備しました。 
なお、指摘のあり

ました備品について
は、令和3年度中に
備品番号票を貼付済
みです。 
 

【措置済み】 
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こども 
政策課 

指摘5 
6.放課後児童健全育
成事業 
備品管理について 
 
指定管理者は備品

を備品台帳に登録し
適切に管理すること

 
 
 
 
 
これまでは、新潟市物

品管理規則を準用して対
応していましたが、令和

 
 
 
 
 
令和2年度中に備

品の範囲を明確化し
たものの、基本協定

 
 
 
 
 
令和3年度に指定

管理者が管理すべき
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が求められている
が、ひまわりクラブ
の管理に関する基本
協定書・年度協定書
に備品の定義が記載
されておらず、指定
管理者が管理すべき
備品の範囲が明らか
でない。そのため、
基本協定書において
指定管理者が管理す
べき備品の範囲を明
確に記載すべきであ
る。 
 

2年度中に基本協定書に
も備品の範囲を明確に記
載いたします。 
 

【検討中】 
 

への記載に至らなか
ったため、指定管理
者と協議のうえ、対
応を進めています。 
 

【検討中】 

備品の範囲はすでに
通知済みです。 
令和5年度の年度

協定より、指定管理
者が管理すべき備品
の範囲を記載しま
す。 
令和6年度以降は

再選定された指定管
理者と締結する基本
協定書にて、指定管
理者が管理すべき備
品の範囲を記載しま
す。 
 

【検討中】 
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保育課 

指摘10 
2. 保育事業に係
る事務処理の状況 
指導・監査の実施主
体について 
 
地域型保育事業に

係る施設及び私立幼
稚園に関して業務担
当部署である保育課
が指導監査も実施し
ている。業務担当部
署である保育課が指
導・監査の実施主体
となることは自己監
査となり、指導・監
査の実効性が損なわ
れる可能性が高いた
め、指導・監査の実
施主体を見直すべき
である。 
 

 
 
 
 
 
 
福祉施設の監査を所管

する福祉監査課及び組織
の見直し等を所管する行
政経営課と課題を共有
し、今年度から新たに指
導監査対象となる無償化
対象施設等の取り扱いを
含め、実施主体の在り方
及び体制について、令和
3年4月からの見直しに向
けて、令和2年度に協議
を進める予定です。 
 

【検討中】 
 

 
 
 
 
 
 
令和2年度は、当

課が所管する施設等
の指導監査体制にか
かる他政令市の状況
等を調査し、その結
果を踏まえ、令和3 
年度から福祉監査課
及び行政経営課と、
実施主体の妥当性を
含む監査体制の在り
方について協議を開
始しました。 
現行体制の改善に

向けては増員等も必
要なことから、現在
進めている保育事務
の外部委託化による
人員捻出効果が期待
される、令和5年度
からの見直しに向け
て、引き続き検討を
進めていきます。 
 

【検討中】 
 

 
 
 
 
 
 
令和4年7月より現

行体制の改善に向け
た保育事務の集約及
び外部委託化をスタ
ートさせたものの、
8区の複数の業務を
新たな体制で行うこ
とによる混乱が続い
ており、従前以上の
人員投入及び時間外
勤務が発生している
状況であり、現時点
で、当初予定してい
た人員捻出の見通し
は全く立っておら
ず、監査体制にかか
る協議は進んでいま
せんが、今後協議を
再開していきます。 
 

【検討中】 
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保育課 
・ 

人事課 

指摘11 
2. 保育事業に係
る事務処理の状況 
保育課における労働
環境の改善について 
 
保育課において

「新潟市職員の勤務
時間、休暇等に関す
る条例施行規則」で
規定されている時間
外労働時間の上限を
超えている職員が5

 
 
 
 

【保育課】・【人事課】 
 
従来より、長時間勤務

の是正のため、保育課へ
の職員の兼務・増員など
を行い、業務量の平準化
を図ってまいりました。
令和2年4月には執行体制
の見直しを行い、吏員1

 
 
 

【保育課】・【人事
課】 
 
令和3年度は、保

育事務の効率化に向
けて、令和2年度中
に導入したAIによる
利用調整のほか、保
育事務集約・外部委
託化に向けて作成し

 
 
 
【保育課】・【人事
課】 
  
 令和4年7月より現
行体制の改善に向け
た保育事務の集約及
び外部委託化をスタ
ートさせたものの、
8区の複数の業務を
新たな人員体制で行
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名いるため、早急に
労働環境を改善すべ
きである。 
 

名を減員、課長補佐1名
を増員し、また、前年度
と同様に、こども未来部
内において職員1名を保
育課へ兼務させました。
（下記表のとおり） 
また、令和元年度に、

適正な組織体制及び人員
配置について保育課と総
務部で意見交換を行うと
ともに、業務実態と乖離
のあった組織規則を見直
し、業務の見える化と整
理を行いました。 
令和2年度は、保育事

務の効率化のため入園調
整にAIを導入、令和3年4
月からは、区役所と保育
課の一部事務の集約及び
外部委託を進めるなど、
労働環境の改善に努めて
まいります。 
併せて、幼児教育・保

育関連業務組織体制につ
いて他都市調査を行い、
教育委員会の関わりを含
め、適正な組織体制・人
員配置の検討を行いま
す。 
 
（参考） 
保育課 正規職員数 

 

H 

30 

4

月 

H 

31 

4

月 

R1 

7

月 

R2 

2

月 

R2 

4

月 

職
員
数 20 22 24 25 25 
兼
務
職
員
数 0 0 2 2 1 

 
【検討中】 

 

たマニュアルを活用
しながら業務を進め
ました。その結果、
令和2年度に比べ、
時間外労働時間は減
少しています。 
また、委託効果を

さらに高めるための
業務改善やマニュア
ルの検証を行い、令
和4年度からの委託
化に向けた調整を進
めています。 
加えて、令和2年

度に実施した幼児教
育・保育関連業務の
実施体制にかかる他
都市調査結果を踏ま
え、保育課の体制強
化について、総務部
との協議を進めてお
り、保育事務の集
約・外部委託による
人員削減効果が期待
される令和5年度か
らの組織見直しに向
けて引き続き検討を
進めていきます。 
 

【検討中】 

うことによる混乱が
続いており、従前以
上の人員投入及び時
間外勤務が発生して
いる状況です。 
また、令和4年度

はコロナ対応をはじ
め業務がさらに増加
したことに加えて、
体調不良者が続発す
るなど時間外労働時
間は、令和3年度の
時間数より増加して
います。 
今後も、既にスタ

ートした外部委託業
務を軌道に乗せるこ
とができるよう最大
限見直しを進めると
ともに、体制強化に
ついて、引き続き総
務部と協議を進めな
がら検討を行いま
す。 
 

【検討中】 

 
156 

 
こども 
未来部 

 

指摘18 
情報資産分類の整備
について 
 
こども未来部の各

システム所管課で
は、所管システムの
「情報資産の分類」
が台帳等により明確
化されていない課が
散見された。新潟市
においては「情報資
産の分類」に従った
セキュリティ対策が
規定されていること

 
 
 
 
令和2年度より、情報

資産の分類について、台
帳等により適切に管理
し、セキュリティ基準の
明確化を図ります。 
 

【検討中】 

 
 
 
 
令和3年度中に、

部内全所属が整備を
完了するよう取り組
みます。 
また、変更が生じ

たときは、同一年度
内に台帳を更新して
いきます。 
 

【検討中】 
 

 
 
 
 
 令和4年度におい
ても、新型コロナウ
イルス感染症対策等
による業務繁忙状態
が継続しており、部
全体として指摘事項
に対する措置がとれ
ていない状況です。 
 引き続き指摘事項
が是正されるよう、



4 

から、「情報資産の
分類」について台帳
等による管理を実施
し、また情報の陳腐
化を防止するために
定期的に台帳を更新
する手続きについて
整備することで、各
対象システムにおけ
る必要なセキュリテ
ィ基準について明確
化を図るべきであ
る。 
 

対応を検討していき
ます。 
 

【検討中】 
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こども 
政策課 

指摘22 
サーバ設置環境につ
いて 
 
こども政策課で所

管されているひまわ
りクラブ利用料等管
理システムは、シス
テム設置室にサーバ
が設置されている
が、床に直接サーバ
が置かれており、地
震等が発生した場合
等に簡単に倒れる可
能性がある。耐震ラ
ックや機器固定ベル
トによってサーバを
固定する等の対策を
図るべきである。 
 

 
 
 
 
地震等が発生した場合

に備え、令和2年度中に
機器を固定する等の対策
を講じてまいります。 
 

【検討中】 
 

 
 
 
 
令和2年度中は、

新型コロナウイルス
感染症への対応に追
われたため、必要な
措置を施すことがで
きませんでした。 
令和3年度中に、

機器の固定につい
て、具体的な対策を
講じます。 
 

【検討中】 
 

 
 
 
 
サーバ室に設置さ

れたこども政策課所
管の機器について、
令和4年3月に免震ゴ
ム等の設備を導入す
ることにより対策を
講じました。 
 

【措置済み】 
 

 

※「措置内容等」欄に、カッコ書きで記載の措置区分について 

 【措置済み】は、措置を実施済みのもの、 

 【不措置】は、措置をしないことを決定したもの、 

 【検討中】は、措置方針を検討中のもの、または、措置方針は決定したが未実施のもの、 

を示しており、担当部署からの報告内容を基に、監査委員事務局が追記し、担当部署が確認したものです。 
 なお、外部監査人の指摘について【検討中】としたものは、次年度も継続して確認を行い、検討の結果を公表する
予定です。また、今後の定期監査等においても、適宜、状況確認を行います。 

 


